
（別紙１）

＜施設サービス費＞ （1割負担）

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

638円 705円 778円 846円 913円
常勤専従医師配置加算 25円
看護体制加算【Ⅰ】ロ 4円
看護体制加算【Ⅱ】ロ 8円
夜勤職員配置加算【Ⅱ】ロ 18円
個別機能訓練加算 12円
栄養マネジメント加算 14円
口腔衛生管理体制加算 30円 （1月あたり）

サービス提供体制強化加算【Ⅱ】 6円
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 60円 66円 72円 77円 83円

785円 858円 937円 1,010円 1,083円

＜居住費・食費＞

第1段階 820 円/日

第2段階 820 円/日

第3段階 1,310 円/日

第4段階 1,780 円/日

第1段階 300 円/日

第2段階 390 円/日

第3段階 650 円/日

第4段階 1,392 円/日

 1ケ月（31日）あたりの利用料金目安

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

第1段階 60,187円 62,538円 65,099円 67,485円 69,835円

第2段階 62,977円 65,328円 67,889円 70,275円 72,625円

第3段階 86,227円 88,578円 91,139円 93,525円 95,875円

第4段階 123,799円 126,150円 128,711円 131,097円 133,447円

149,266円 153,967円 159,090円 163,861円 168,562円

174,733円 181,785円 189,468円 196,626円 203,677円

介護老人福祉施設　ディグニティ内浜

利用料金のご案内

令和元年10月1日

(1日あたりの単位数）

要介護度

施設サービス費

加

算

1日あたりの合計
※福岡市は5級地で1単位あたり10.45円になりますので上記の合計×10.45が保険請求額となり、うち1～3割が利用

者負担額となります。

(1日あたりの利用料）

居
住
費

食

費

(単位：円）

要介護度

合

計

(２割負担）

(３割負担）



※その他の各種加算料金

30単位

6単位

246単位

460単位

460単位

400単位

500単位

144単位

680単位

1280単位

12単位

6単位

46単位

28単位

400単位

100単位

300単位

400単位

10単位

40単位

120単位

90単位

200単位

※その他の費用について

※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては区役所への申請

が必要です。

※居住費は入院・外泊された場合、7日目以降は介護保険負担限度額に関係なく第4段階（1，780円）と なります。

※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になる

ことがございますので、ご了承ください。

初期加算 入所した日から起算して30日以内（１日につき）

療養食加算
医師の指示による特別食を提供する場合

（1日3食を限度とし、1回単位）

外泊時費用 1月あたり6日を限度として所定単位数に代えて算定する（1日につき）

退所前訪問相談援助加算 退所後のサービスについて相談援助を行った場合。（1回につき）

退所後訪問相談援助加算 退所後30日以内に居宅を訪問し相談援助を行った場合。（1回につき）

退所時相談援助加算 退所時に退所後のサービスについて相談援助を行った場合。（1回につき）

退所前連携加算 退所後のサービス利用について調整を行った場合。（1回につき）

看取り介護加算【Ⅰ】 死亡日以前4日以上30日以下（1日につき）

看取り介護加算【Ⅱ】 死亡日の前日及び前々日（1日につき）

看取り介護加算【Ⅲ】 死亡日

サービス提供体制強化加算【Ⅰ】
介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の50以上（1日につ

き）

サービス提供体制強化加算【Ⅲ】
入所者に直接サービス提供する職員総数のうち勤続年数3年以上の者の

占める割合が100分の30以上（1日につき）

日常生活継続支援加算【Ⅱ】
入所者総数のうち介護4、介護5の者の占める割合が100分の70以上。介護福祉士の

数が、6又はその端数を増すごとに1以上（1日につき）

経口移行加算
計画に従い、経口による食事の摂取を進める為の栄養管理を行った場

合。（1日につき）

経口維持加算【Ⅰ】
摂食障害を有し、誤嚥が認められる入居者に対して栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行

い、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合。（1月につき）

経口維持加算【Ⅱ】
【Ⅰ】を算定している場合で、入居者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための

食事の観察及び会議等に医師等が加わった場合。（1月につき）

低栄養リスク改善加算
低栄養リスクが『高』かつ新規入所時又は再入所時に、特別な栄養管理の方法等を示した

栄養計画を作成し、食事の観察を週５回以上行った場合（1月につき）

再入所時栄養連携加算
入院時に経管栄養又は嚥下調整食の新規導入があり、医療機関での栄養食事指導に施設の

管理栄養士が同席かつ栄養ケア計画を作成し、再入所した場合（1回につき）

在宅復帰支援機能加算
家族との連絡調整、居宅サービスに必要な情報の提供、退所後のサービ

ス利用に関する調整を行っている場合。（1日につき）

在宅・入所相互利用加算
要介護3から要介護5までの者に在宅生活を継続する観点から、居宅と施設の介護

支援専門員が情報交換を十分に行っている場合。（1日につき）

若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。（1日につき）

口腔衛生管理加算
歯科医師又は歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケア

を月4回以上行った場合。（月1回算定）

認知症行動・心理症状緊急対応加算
認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であり、緊急

入所した場合。（1日につき）

※その他の各種加算を算定させていただく場合は事前に相談させていただきます。



○ご入居者様の希望する趣味・嗜好品・出前等の飲食代・レクレーション等にかかる品物代等は

自費となります。

○病院受診代、歯科受診代、健康管理費（インフルエンザ予防接種代等）、理美容代、施設外

に依頼されるクリーニング代等



（別紙2）

令和元年10月1日
＜短期入所施設サービス費＞（１割負担）

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

684 751 824 892 959

夜勤職員配置加算【Ⅱ】 18

サービス提供強化加算【Ⅱ】 6

介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 58 64 69 75 81
766 839 917 991 1,064

＜居住費・食費＞

第1段階 820円/日

第2段階 820円/日

第3段階 1310円/日

第4段階 1780円/日

第1段階 300円/日

第2段階 390円/日

第3段階 650円/日

第4段階 1392円/日

 1日あたりの利用料金目安
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

第1段階 1,928 2,005 2,087 2,166 2,243

第2段階 2,018 2,095 2,177 2,256 2,333

第3段階 2,768 2,845 2,927 3,006 3,083

第4段階 3,980 4,057 4,139 4,218 4,295

4,788 4,942 5,107 5,263 5,417

5,596 5,827 6,074 6,309 6,540

※その他の各種加算料金

200単位

12単位

56単位

120単位 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。（1日につき）

58単位

4単位

8単位

184単位

90単位

8単位

※その他の加算を算定させていただく場合は事前に相談させていただきます。

※その他の費用について

○緊急時の病院受診代、歯科受診代、理美容代、私物洗濯代等

○利用者の希望する趣味・嗜好品・出前等の飲食代。レクレーション等にかかる品物代等は自費となります。

療養食加算
医師の指示による特別食が提供される場合。

（1日3食を限度とし、1食単位）
在宅中重度受入加算

イ・ロ・ハ・二

利用していた訪問看護事業所に、利用者の健康管理を行わせた場合。

イ：421単位・ロ：417単位・ハ：413単位・ニ：425単位

サービス提供体制強化加算

【Ⅰ】【Ⅲ】

介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の50以上【Ⅰ】12単位　　・

利用者に直接サービスを提供する職員総数のうち勤続年数3年以上の者が占める

割合が100分の30以上【Ⅲ】6単位

看護体制加算【Ⅱ】
看護職員の数が常勤換算方法で、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以

上である事。（1日につき）

送迎加算（片道） 居宅と事業所間の送迎を行う場合。（1回につき）

緊急短期入所受入加算
緊急に短期入所生活介護を受ける必要があるの者を緊急利用として受け

入れた場合。（1日につき）

個別機能訓練加算
利用者の住まいを訪問して個別の機能訓練計画を作成した上で、専従として配置された機

能訓練指導員がＡＤＬ、ＩＡＤＬの維持・向上を目的として個別の機能訓練を実施した場

合。（1日につき）

若年性認知症入所者受入加算

医療連携強化加算

急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、主治医と連絡

取れない等の場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの要件を満た

し、実際に重度な利用者を受け入れた場合。（1日につき）

看護体制加算【Ⅰ】 常勤の看護師を1名以上配置している事。（1日につき）

※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承

ください。

認知症行動・心理症状緊急対応加算
認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であり、緊急

入所した場合。(1日につき）

機能訓練指導体制加算
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の看護職員等を1名以上配置

しているもの（1日につき）

(単位：円）

要介護度

合

計

（２割負担）

（３割負担）
※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては区役所への申請が必要です。

合　計
※福岡市は5級地で1単位あたり10.55円になりますので上記の合計×10.55が保険請求額となり、うち1割が利用者負担額となります。

(1日あたりの利用料）

居
住
費

食

費

※食費内訳（朝食：354　昼食：454　おやつ：100　夕食：484）

ショートステイ　ディグニティ内浜
利用料金のご案内

(1日あたりの単位数）

要介護度

短期入所施設サービス費

加
算



（別紙3）

令和元年10月1日

＜介護予防短期入所施設サービス費＞（1割負担）

サービス提供体制強化加算【Ⅱ】

介護職員処遇改善加算【Ⅰ】

＜居住費・食費＞

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

 1日あたりの利用料金目安

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

200単位

12単位

56単位

120単位

58単位

184単位 居宅と事業所間の送迎を行う場合。（1回につき）

8単位

サービス提供体制強化加算

【Ⅰ】【Ⅲ】

介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の50以上【Ⅰ】12単位・利用者

に直接サービスを提供する職員総数のうち勤続年数3年以上の者が占める割合が100分

の30以上【Ⅲ】6単位

※その他の加算を算定させていただく場合は事前に相談させていただきます。

※その他の費用について

○緊急時の病院受診代、歯科受診代、理美容代、私物洗濯代等

○利用者の希望する趣味・嗜好品・出前等の飲食代。レクレーション等にかかる品物代等は自費となり

ま  す。

医療連携強化加算

急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、主治医と連絡取れ

ない等の場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの要件を満たしし、実際

に重度な利用者を受け入れた場合。（1日につき）

送迎加算（片道）

療養食加算
医師の指示による特別食が提供される場合。

（1日3食を限度とし、１食単位）
在宅中重度受入加算

イ・ロ・ハ・二

利用していた訪問看護事業所に、利用者の健康管理を行わせた場

合。イ：421単位・ロ：417単位・ハ：413単位・ニ：425単位

機能訓練指導体制加算
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の看護職員等を1名以上配置して

いるもの（1日につき）

個別機能訓練加算

利用者の住まいを訪問して個別の機能訓練計画を作成した上で、専従として配置され

た機能訓練指導員がＡＤＬ、ＩＡＤＬの維持・向上を目的として個別の機能訓練を実

施した場合。（1日につき）

若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。（1日につき）

( ３ 割 負 担） 4,954 5,378

認知症行動・心理症状緊急対応加算
認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であり、緊急入所

した場合。(1日につき）

2,695

3,766 3,907

( ２ 割 負 担 ） 4,360 4,643

(単位：円）

要介護度 要支援1 要支援2

合

計

1,714 1,855

1,804 1,945

2,554

食

費

300円/日

390円/日

650円/日

1392円/日

※食費内訳（朝食：354　昼食：454　おやつ100　夕食：484）

合　計 563 697
※福岡市は5級地で1単位あたり10.55円になりますので上記の合計×10.55が保険請求額となり、うち1割が利用者負担額となります。

(1日あたりの利用料）

居
住
費

820円/日

820円/日

1310円/日

1780円/日

介護予防短期入所施設サービス費 514 638
加
算

6
43 53

ショートステイ　ディグニティ内浜
利用料金のご案内

(1日あたりの単位数）

要介護度 要支援1 要支援2

※
※

※

第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては区役所への申請が必要です。
利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承

ください。

その他の各種加算料金




